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アイザメ科のワシントン条約（CITES）附属書Ⅱ掲載に関する説明会について 

標記について，令和 8 年 2 月 25 日付けにて厚生労働医政局医薬産業振興・医
療情報企画課企業係より通知がありました。 

説明会では質疑応答の時間を設ける予定とのことですが、事前に確認・質問さ
れたいこと等ありましたら、以下にお問い合わせください。 

▶説明会全体について：開催案内に記載の水産庁担当者にお問い合わせくださ
い 

▶輸出入の手続きについて：開催案内に記載の経済産業省担当者にお問い合わ
せください 

▶その他：厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課企業係（※）にお問
い合わせください 。※電話番号：０３－５２５３－１１１１（内線２５３１） 

 
つきましては，本件につき貴会会員に周知いただきたく，ご配慮の程よろし

くお願い申しあげます。 
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アイザメ科のワシントン条約（CITES）附属書Ⅱ掲載に関する説明会について 
 

日頃より、ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条
約:CITES）に基づく野生動植物の保全に関する施策の推進にあたり、ご協力を賜り誠にありが
とうございます。 
2025年11月24日-12月５日に開催されたワシントン条約（CITES）第20回締約国会議

（CoP20）において、アイザメ科（Centrophoridae spp.）のサメ類全種の附属書Ⅱへの掲載が
決定しました。本掲載は2027年６月５日に発効する予定です。 
我が国においては、アイザメ科のサメ類は、身肉の利用に加えて、肝油から精製されるスク

アレンが化粧品、サプリメント、添加剤として医薬品等に利用されています。 
附属書Ⅱへの掲載により、今後のアイザメ科のサメ類の国際取引にあたっては、各国の

CITES管理当局が発給する輸出許可書が必要となります。また、再輸出の場合は再輸出証明書
が必要となります。これらの許可書等の発給にあたっては、当該国際取引が種の存続を脅かす
ものではない旨の各国のCITES科学当局による証明（Non-Detriment Findings）が必要になる
などの条約上の制約があります。 
このため、関係者の皆様に向けて、今後のアイザメ科の国際取引について下記のとおりオン

ライン説明会を開催します。 
参加をご希望される場合は、参加登録フォーム（リンク）から、2026年３月13日(金)まで

にご登録いただけますと幸いです。 

記 

１．開催日 

  2026 年３月 23 日（月）10:00 - 12:00 

 

２．開催方法 オンライン方式 

（Microsoft Teamsを予定。登録いただいたメールアドレスにリンクをお送りします。） 

３．内容 
１）ワシントン条約（CITES）におけるアイザメ科の附属書Ⅱ掲載について 

  （担当：水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保全室） 

２）今後のアイザメ科の輸入・輸出・再輸出に関する手続きについて 

  （担当：経済産業省貿易管理部野生動植物貿易審査室） 

３）その他 

以上 

 

担当：水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保全室 

環境企画班 森田、安本 

連絡先：03-3502-8487 

cites_faj@maff.go.jp 

経済産業省貿易管理部野生動植物貿易審査室 

森田、小山 

連絡先：03-3501-1723  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_6DkBnJJi0qvMEVxNh0TRDpAHzEf1VZKqT_0Xc_NQmJURUtTQTNWNFlVSUQ5UU5CNFU0Tks4RUJLUy4u
mailto:cites_faj@maff.go.jp
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